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令和７年度 球磨村簡易水道特別会計補正予算  

 

令和７年度球磨村の簡易水道特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。  

 

    （歳入歳出予算の補正）  

   第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２０，８１３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２２０，５２６千円とする。  

   ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。  

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（地方債の補正）  

   第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。  

 

 

 

 

    令和８年３月１２日提出  

熊本県球磨郡球磨村長 大 岩 禎 一  
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

3. 国庫支出金 13,473 115 13,588

1. 国庫補助金 13,473 115 13,588

4. 繰入金 31,649 16,925 48,574

1. 一般会計繰入金 31,649 16,925 48,574

5. 繰越金 5,888 978 6,866

1. 繰越金 5,888 978 6,866

6. 諸収入 5,877 △331 5,546

3. 雑入 5,875 △331 5,544

7. 村債 157,800 △38,500 119,300

1. 村債 157,800 △38,500 119,300

歳               入               合               計 241,339 △20,813 220,526



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

1. 総務費 42,293 △598 41,695

1. 総務管理費 42,293 △598 41,695

2. 簡易水道施設費 178,858 △21,600 157,258

2. 簡易水道施設整備費 84,174 △7,600 76,574

3. 災害復旧費 74,003 △14,000 60,003

3. 公債費 17,046 1,385 18,431

1. 公債費 17,046 1,385 18,431

歳               出               合               計 241,339 △20,813 220,526

－ 3 －
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第２表 繰越明許費 

 

款 項 事 業 名 金   額 

１ 総務費 １ 総務管理費  水道施設耐震簡易診断事業 

千円  

８，２０７  

２ 簡易水道施設費 ２ 簡易水道施設整備費 配水管整備事業 ５２，０７４  

２ 簡易水道施設費 ３ 災害復旧費  災害復旧事業 ３６，６００  
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第 ３ 表  地 方 債 補 正 

起 債 の 目 的 
補     正     前 

限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

地方公営企業法適用移行事業 

（簡水） 

千円 

２３，４００ 

 

（借入先） 

 財務省、総務省、

地方公共団体金融

機構、熊本県、会

社、その他 

 

（借入方法） 

証書借入 

 

年５．０％以 内 

（ただし、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び地

方公共団体金融機構資金等

について、利率の見直しを行

った後においては、当該見直

し後の利率） 

 

政府資金については、その融

資条件により、銀行、その他の

場合には、その債権者と協定す

るところによる。 

 ただし、村財政の都合により

据置期間及び償還期限を短縮

し、もしくは繰り上げ償還又は

低利債に借り換えすることが 

できる。 

毎床地区配水管測量設計事業 

（簡水） 
２，５００ 

毎床地区配水管測量設計事業 

（過疎） 
２，５００ 

渡配水区配水管等耐震化事業 

（簡水） 
１２，７００ 

渡配水区配水管等耐震化事業 

（過疎） 
１２，７００ 

村道栗林桜峯線配水管新設事

業（簡水） 
１０，０００ 

村道栗林桜峯線配水管新設事

業（過疎） 
１０，０００ 

相良橋配水管災害復旧事業 

（災害復旧） 
７２，０００ 

配水管布設工事事業（簡水） １２，０００ 
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起 債 の 目 的 

補     正     後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

地方公営企業法適用移行事業 

（簡水） 

千円 

２３，２００ 

   

毎床地区配水管測量設計事業 

（簡水） 
１，８００ 

毎床地区配水管測量設計事業 

（過疎） 
１，８００ 

渡配水区配水管等耐震化事業 

（簡水） 
８，８００ 

渡配水区配水管等耐震化事業 

（過疎） 
８，８００ 

村道栗林桜峯線配水管新設事

業（簡水） 
４，５００ 

村道栗林桜峯線配水管新設事

業（過疎） 
４，５００ 

相良橋配水管災害復旧事業 

（災害復旧） 
５４，９００ 

配水管布設工事事業（簡水） １１，０００ 

 

 

補 正 前 に 同 じ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算に関する説明書 



－ 7 －

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

3. 国庫支出金 13,473 115 13,588

4. 繰入金 31,649 16,925 48,574

5. 繰越金 5,888 978 6,866

6. 諸収入 5,877 △331 5,546

7. 村債 157,800 △38,500 119,300

      歳          入          合          計 241,339 △20,813 220,526



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

1. 総務費 42,293 △598 41,695 0 △200 0 △398

2. 簡易水道施設費 178,858 △21,600 157,258 115 △38,300 △331 16,916

3. 公債費 17,046 1,385 18,431 0 0 0 1,385

 歳     出     合     計 241,339 △20,813 220,526 115 △38,500 △331 17,903

－ 8 －

一 般 財 源
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２　　歳　入

（款） 3 国庫支出金  （項） 1 国庫補助金 （単位：千円）

節

区　　分 金　　額

2. 国庫補助金 13,473 115 13,588 1. 国庫補助金 115 簡易水道等施設整備費国庫補助金                          

　　 　　計 13,473 115 13,588

（款） 4 繰入金  （項） 1 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金 31,649 16,925 48,574 1. 一般会計繰入金 16,925 一般会計繰入金                                          

　　 　　計 31,649 16,925 48,574

（款） 5 繰越金  （項） 1 繰越金

1. 繰越金 5,888 978 6,866 1. 繰越金 978 繰越金                                                  

　　 　　計 5,888 978 6,866

（款） 6 諸収入  （項） 3 雑入

1. 雑入 5,875 △331 5,544 1. 雑入 △331 雑入                                                    

　　 　　計 5,875 △331 5,544

（款） 7 村債  （項） 1 村債

1. 簡易水道事業債 85,800 △21,400 64,400 1. 簡易水道事業債 △21,400 地方公営企業法適用移行事業債（簡水）               △200

毎床地区配水管測量設計事業債（簡水）               △700

渡配水区配水管等耐震化事業債（簡水）             △3,900

村道栗林桜峯線配水管新設事業債（簡水）           △5,500

毎床地区配水管設計事業債（過疎）                   △700

渡配水区配水管等耐震化事業債（過疎）             △3,900

村道栗林桜峯線配水管新設事業債（過疎）           △5,500

配水管布設工事事業債（簡水）                     △1,000

2. 災害復旧事業債 72,000 △17,100 54,900 1. 災害復旧事業債 △17,100 相良橋配水管災害復旧事業債（災害復旧）                  

　　 　　計 157,800 △38,500 119,300

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　　歳　出

（款） 1 総務費  （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1. 一般管理費 42,293 △598 41,695 0 △200 0 △398 8. 旅　　　費 △388 普通旅費                                        

10. 需　用　費 △13 消耗品費                                        

18. 負担金、補助 △197 簡易水道協会負担金                              

及び交付金

　　計 42,293 △598 41,695 0 △200 0 △398

（款） 2 簡易水道施設費  （項） 2 簡易水道施設整備費

1. 簡易水道施設 84,174 △7,600 76,574 115 △21,200 △331 13,816 12. 委　託　料 △1,100 委託料                                          

整備費 14. 工事請負費 △6,500 工事請負費                                      

　　計 84,174 △7,600 76,574 115 △21,200 △331 13,816

（款） 2 簡易水道施設費  （項） 3 災害復旧費

1. 災害復旧費 74,003 △14,000 60,003 0 △17,100 0 3,100 14. 工事請負費 △14,000 工事請負費                                      

　　計 74,003 △14,000 60,003 0 △17,100 0 3,100

（款） 3 公債費  （項） 1 公債費

1. 元金 15,360 964 16,324 0 0 0 964 22. 償還金、利子 964 長期借入金償還元金                              

及び割引料

2. 利子 1,686 421 2,107 0 0 0 421 22. 償還金、利子 421 長期借入金償還利子                              

及び割引料

　　計 17,046 1,385 18,431 0 0 0 1,385

－ 10 －

節

一般財源
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（単位：千円）

前々年度末 前年度末 当該年度 当該年度 当該年度
現在高 現在高 中起債 中元金償 末現在高

見込額 見込額 還見込額 見込額

127,140 119,300 16,324

28,1000 13,000 15,100 0３．過疎対策事業債

230,116合　　計 97,756

               当該年度末における現在高の見込みに関する調書

102,116

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び

区　　分

当該年度中増減見込み

１．簡易水道事業債 76,756 69,140 49,300 16,324

99,900２．災害復旧事業債 21,000 45,000 54,900 0


